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論文要旨 
 

「継続」文書の区分・類型化仮説 

～「上下二期間法」の阻害要因として～ 

 

森重辰海 

 

梗概 

 日本の自治体では，多くの文書管理上の問題を，次のように抱えている。事務室

に文書が溢れ，すべての文書の所在がわからない。また，職員が職務上作成・取得

した文書を個人で保有し，自己流で管理を行っている。これらの原因は，「文書の

私物化」を容認する「完結・未完結別整頓法」の管理ルールを採用しているからで

ある。また，この管理ルールは，文書のライフサイクル管理ができないため，事務

室に文書が滞留し，廃棄ができない。その結果，「不要文書の氾濫」を招き，情報

公開及び個人情報保護条例に違反している可能性がある。これらの問題を回避する

ためには文書の「流れ」である，ライフサイクル（収受・作成・保管・保存・廃棄）

機能が確立される管理ルールへの切り替えが求められる。 

 この文書の「流れ」を確保するために開発された管理ルールが「上下二期間法」

である。文書の収納容器として3段キャビネットを使い，上2段に現年度文書，下1

段に前年度文書を保管し，年度末に文書の「引継ぎ」・「移替え」によって，文書

の移動を行う。「引継ぎ」では，下１段の前年度文書のうち保存文書を書庫に引き

継ぎ，「1年保存」文書は，書庫に引き継がれる前に廃棄される。「移替え」では，

現年度文書を上2段から下1段に移すが，例外として下に移さない継続事業の文書や

資料文書等の「継続」文書がある。また同時に，「1年未満保存」文書は，下の引

出しに移し替える前に廃棄される。上2段に収納されていた現年度文書の比率は，

一般的には「継続」文書が10％，「1年未満保存」文書が40％，「その他の保存文書」

が50％であり，このうちの「その他の保存文書」だけが年度末に上2段の引出しか

ら下1段に移し替えられる。これで，現年度文書対前年度文書の比率が，2：1にな

る。 

 しかし，この「上下二期間法」の機能に関する研究に関連して，筆者がキャビネ
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ットに保管している上 2 段の現年度文書の保管量の実態調査を行ったところ，全体

の保管量に対し，「継続」文書の保管割合が約 22％で，一般に言われている約 2 倍

以上の量がキャビネットに滞留し，「上下二期間法」の移替え機能を阻害している

ことが判明した。「上下二期間法」が機能するためには，「継続」文書の量的な適正

化（削減）が求められる。そこで，全国の「市・特別区」の 737 自治体の文書管理

規程から，「継続」文書の例示を抽出し，「継続」文書を見直すための判断基準と

なる区分・類型化の仮説を立て，筆者が市町村合併前に文書担当者として勤務して

いた自治体で，2 回にわたり「継続」文書の解除を行った。職員による自主解除と

学識者の専門アドバイザーの実地指導による解除である。その結果，「継続」文書

のフォルダー数 5,384 冊に対し，自主解除は 1,493 冊の 27.7％，実地指導解除は

1,730 冊の 32.1％で合わせて 3,223 冊の 59.9％の解除ができ，全体の保管量に対し

ての割合は，8.4％（台帳・図面等を除く）となった。これで「継続」文書の区分・

類型化の仮説の実効性及び保管量の削減という量的な検証の成果をみることがで

きた。しかし，最初に行った職員による自主解除では，実地指導解除より解除率が

低かった。これを解決するためには，「継続」文書の区分・類型化だけでなく，実

際の作業で職員が判断に迷うことのない分かりやすい例示を示す必要があると考

えた。 

 本研究では，「継続文書」の判断基準である区分・類型化の具体的な例示を示す

ため，筆者が市町村合併前に勤務していた自治体のファイル基準表から「継続」文

書の個別フォルダーを抽出して，その個別フォルダーと筆者が提唱した「継続」文

書の区分・類型化の検証を試みる。さらに，調査対象範囲を拡大し，他の自治体の

ファイル基準表から「継続」文書のリストを収集し，「継続」文書の区分・類型化

の検証を試み，二つの検証を持って「継続」文書の区分・類型化に係る仮説を補強

し，かつ実践現場で職員が活用し易いように具体的な例示の抽出を行うことを目的

とする。 
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はじめに 

 最初に行政文書の管理ルールが「上下二期間法」でなければならない理由を説明

する。文書の管理ルールには大別して「場所別整頓法」，「完結・未完結別整頓法」，

それに「上下二期間法」の3つの種別があると言われている。この3つの方法を比較

すれば，適正な文書管理には「上下二期間法」を管理ルールとすることが不可欠で

あることが確認できる。 

 また，筆者は，「上下二期間法」の有効性を実証するために，「移替え」の機能化

の阻害要因となりうる，職員個々人に判断が依存している「継続」文書に着目し，

キャビネット上 2 段に滞留している「継続」文書を見直すための判断基準となる区

分・類型化の仮説を立て，2 回にわたり「継続」文書の解除を行った。職員による

自主解除と学識者の専門アドバイザーの実地指導による解除である。その結果，「継

続」文書の保管量削減という量的な検証の成果をみることができたが，一方で，職

員による自主解除では，「継続」文書の判断基準となる区分・類型化の仮説のみで

は，解除率が低い結果となった。したがって，実際の作業で職員が判断に迷うこと

のない分かりやすい例示を示す必要があると考えた。 

 本研究では，ファイリングシステムの「上下二期間法」を採用している自治体の

ファイル基準表から「継続」文書の個別フォルダーを抽出して，その個別フォルダ

ーと筆者が提唱した「継続」文書の区分・類型化の検証を試み，「継続文書」の判

断基準である区分・類型化の仮説の補強と具体的な例示の抽出を目的とする。 

 

１ 管理ルールとしての上下二期間法 

1.1 「場所別整頓法」 

 「場所別整頓法」は，組織共用文書（行政文書）と個人文書との場所を分けて管

理する方法である。この方法は，行政文書を共用の場所で管理する。業務で使用す

る個人文書は職員個人の机の引き出しに入れ，行政文書は，組織として管理が適切

に行い得る，職員個人の机以外の場所で収納する。しかし，業務に使用している文

書を組織管理文書（行政文書）と個人管理文書に区分する手間がかかり，また，決

裁・供覧前の文書の未完結文書や業務上で使用する個人資料などは，行政文書を含

めて職員個人の机を中心として整理されるため，組織による文書のライフサイクル

管理に乗らないことになる。個人保管文書の保管期間や廃棄が，職員自身の恣意的
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な判断に委ねられるため，適正な廃棄等ができず，事務室における不要文書の氾濫

の原因となる。 

1.2 「完結・未完結別整頓法」 

 「完結・未完結別整頓法」は，事案が完結した文書に穴を開けてフラットファイ

ルやバインダーなどの簿冊に綴じ込み，翌年度は書庫へ引き継ぐが，完結するまで

は担当者個人の机の周りで保管しておく方式である。このシステムでは，職員が文

書を手元に保有することにより，職務遂行の利便性はすぐれているが，未完結文書

の自己手元保有により，組織共有化が図れず，行政文書の廃棄及び書庫への引継ぎ

が職員自身の恣意的な判断に委ねられるため，組織による文書のライフサイクル管

理に乗らないことになる。 

1.3「上下二期間法」 

 「上下二期間法」は，ファイリングシステムで採用している管理ルールであり，

主に個別フォルダーと 3 段キャビネットを使い，上 2 段に現年度文書，下 1 段に前

年度文書を保管している。また，運用ルールに「年度末場所換え法」を採用し，年

度末に文書の「移替え」・「引継ぎ」によって，文書を移動している。 

 具体的には，文書が発生した段階で，フォルダーと呼ばれる紙バサミにはさみ，

キャビネットの上 2 段に収納する。そして，年度末になると，「移替え」で，キャ

ビネットの上 2 段に収納してある利用頻度が少々落ちた現年度文書を，キャビネッ

トの下段に移す。ただし，例外として下に移さない継続事業の文書や資料文書等の

「継続」文書がある。また，同時に，「1 年未満保存」文書は，下の引出しに移し

替られる前に廃棄される。「引継ぎ」では，キャビネットの下段に収納してあった

利用頻度が極端に落ちた前年度文書を，事務室から書庫へ置き換えるため，保存期

間別に保存箱に収納し，文書主管課へ引き継ぐ。その時に，「1 年保存」文書は，

書庫に引き継がれる前に廃棄される。 

 「上下二期間法」は，キャビネットという専用の場所で管理することにより，「文

書の私物化」を排除でき，組織共有化が図れる。また，「引継ぎ」・「移替え」に

よって，文書がキャビネットの上から下へ，事務室から書庫へと文書の「流れ」を

確保し，文書のライフサイクル管理を可能にできる管理ルールである。 

 一般にファイリングシステムと呼ばれているものが，すべて上下二期間法によっ

ているわけではない。目的，対象文書の範囲，分類などシステムの要件にも違いが
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ある。 

1.4  管理ルールの検証 

  管理ルールの 3 つの方法を比較してきた。「場所別整頓法」及び「完結・未完結別

整頓法」は，未完結文書は自己手元保有とすることで，文書が職員個人の机を中心

として整理されるために組織共有化が図れず，文書の保管期間，廃棄及び書庫への

引継ぎは，職員の恣意的な判断で行われる。したがって，「事務室には必ずしも必

要でない文書までが氾濫」1)し，「文書の棚卸しを組織的に行うことは困難」2)であ

る。その結果，情報公開及び個人情報保護条例のコンプライアンス違反の可能性が

非常に高くなる恐れがあり，問題がある。 

  一方，「上下二期間法」は，キャビネットという専用の場所で管理することにより，

組織として統一されたルールの中で一元的に管理ができ ，年度末に行われる｢引継

ぎ｣・｢移替え｣によって，｢1 年保存｣及び「1 年未満保存」文書の 2 つの適正な廃棄

が行われ，その他の保存文書は上から下へ，事務室から書庫へと文書のライフサイ

クル機能を確保できる管理ルールである。 

  したがって，文書管理の根本問題である，「文書の私物化」及び「不要文書の氾濫」

を排除する適正な文書管理には，「上下二期間法」を管理ルールとすることが不可

欠であることが確認できる。 

  しかし，「上下二期間法」を採用している自治体では，必ずしも機能しているとは

いえない。そこで，筆者は，「上下二期間法」の機能化を阻害する要因を抽出し，

分析する必要があると考えた。 

 

２ 上下二期間法の機能化を阻害する要因 

2.1 「継続」文書の量的検証 

 上下二期間法が機能するためには，キャビネットの下段に収納する前年度文書の

量が上段の現年度文書の 2 分の 1 でなければならない。現年度文書のうち，次年度

にも継続して現年度文書として扱われる「継続」文書は下段に移し替えられない。

下段に移し替えられる現年度文書は「継続文書」と「1 年未満保存」文書で廃棄さ

れた文書を除く文書である。上下二期間法を採用している自治体等の経験知からは，

現年度文書全体のうち「継続」文書はその 10％程度，「1 年未満保存」文書で廃棄

される文書は全体の 40％程度である。これによって，毎年の文書量は一定し，文書
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のライフサイクルは順調に流れることになる。 

 その実態を確認するために，筆者が市町村合併前に文書担当者として勤務してい

た自治体で，これまで把握されていなかった「移替え」機能における「継続」文書

と「1 年未満保存」文書の量的検証を行った。その結果，「1 年未満保存」文書は，

その廃棄の割合が「平成 17 年度は全体の 40.6％，平成 18 年度は 39.6％」3)であり

特段に上から下への文書の「流れ」を悪くしている訳ではなかったことが確認でき

た。 

 一方，「『継続』文書の比率については，平成 17 年度の『継続』文書が 18.2％，

平成 18 年度が 26.1％」4) であり，平均が約 22％で，一般的に言われている 10％

のほぼ 2 倍以上であることが明らかになった。さらに，年度別の「継続」文書の保

管量の調査を行ったが，全体の総文書量に関係なく，「継続」文書量の増減はほと

んど見られない状態であった。   

 「継続」文書量が多すぎることは，現年度文書として保管する文書が実際の業務

を反映しないことにつながる。これまで集積された経験値に基づく 10％程度の「継

続」文書量を大幅に超えることの合理的な理由は見あたらなかった。したがって，

「継続」文書とされるべきでない文書が「継続」文書として次年度の現年度文書と

して上段に収納されていたということになる。 

 このようなことが発生する原因は，「継続」文書の判断基準が存在しないために，

職員の恣意的な判断で行われていたこと，また，毎年「継続」文書の解除等の見直

しを行っていなかったことに求められる。こうして「継続」文書の保管量の多さが

文書の「流れ」を悪くしており，上段から下段への「移替え」の機能不全を招き，

強いては「上下二期間法」の機能化を阻害する要因となっていることが判明した。 

2.2 「継続」文書の区分・類型化の仮説 

 そこで筆者は，全国の「市・特別区」の737自治体の文書管理規程から，「継続」

文書の区分・類型化を科学的に分析し，「継続文書」の判断基準となる「5項目の

『区分』と20種類の『類型』」5)の仮説を立てた。 

 本仮説に基づき，「継続」文書の見直しを，筆者が市町村合併前に勤務していた

自治体で継続解除を行った。具体的には，全職員を対象に 2007 年 12 月にファイリ

ング研修を開催し，その中で，今回，筆者が仮説した「継続」文書の判断基準を提

示し，各課の職員で自主的に「継続」文書の見直し解除を行うようにした。「その
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結果，平成 19 年度の『継続』文書のフォルダー総数 11,976 冊の内，台帳・名簿等

を除いた『継続』文書数は，5,384 冊であった。それに対し，各課の職員で自主解

除できた数は 1,493 冊の 27.7％の『継続』文書のフォルダーが解除」6)となった。

次に 2008 年 2 月に学識者の専門アドバイザーによる実地指導において，実際の文

書を確認しながら解除を行うことにした。その結果，「実地指導で解除できた『継

続』文書フォルダー数は 1,730 冊の 32.1％の解除ができた。これにより，自主解除

及び実地指導解除を合わせた『継続』文書の解除数は，3,223 冊の 59.9％の解除」

7) となった。 

 また，「平成 19 年度の全保有フォルダー数 25,602 冊に対し，「継続」文書のフォ

ルダー数は，2,161 冊となり 8.4％」8)（台帳・図面等を除く）の保有率となり，「継

続」文書の区分・類型化の仮説の実効性及び保管量の削減という量的な検証の成果

をみることができた。 

 

３ 例示による「継続」文書の区分・類型化の補強 

3.1  仮説補強の手続き 

 「継続」文書の自主解除及び実地指導解除により，「継続」文書の区分・類型化

の適正化を検証するとともに，削減という量的検証の成果をみることができた。し

かし，最初に各課の職員に「継続」文書の見直し解除を委ねた結果では，「継続」

文書のフォルダー数 5,384 冊に対し，1, 493 冊（27.7％）しか解除できなかった。

その原因は，職員が依然として「使うかもしれない」との職員の意識問題が考えら

れるが，一方で，筆者が仮説した「継続」文書の判断基準である区分・類型化が分

かりにくいために，継続解除に至らなかったのではではないかと懸念した。これを

解決するためには，「継続」文書の判断基準だけでなく，その区分・類型化の仮説

に対し，実際どのような文書が「継続」文書として対象になるのか，判断に迷うこ

とのない分かりやすい例示を示す必要があると考えた。 

 そこで，全国の「市・特別区」の 737 自治体の文書管理規程から「上下二期間法」

を採用していると思われる自治体を精査して，文書管理規程以外で内部資料として

類型化を提示している自治体がないか，メールで調査を試みたが，内部資料での類

型化を制定していると回答した自治体はなかった。 

 筆者が市町村合併前に勤務していた自治体は，「『行政ナレッジ・ファイリング』
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（通称，『AKFⓇ』（Administrative  Knowledge  Filing)」9)という文書管理シ

ステムを採用している。「AKF」では，「ファイル基準表」を作成して，文書の発

生から廃棄までの流れの管理を記録し，また，文書のライフサイクルを統制する管

理用具として利用している。文書の保存年もそこに登録してあるので，「継続」，

「常用」，又は「資料」扱いになっている個別フォルダーを抽出することができる。 

 そこで平成 21 年度の「ファイル基準表」を使って，「継続」文書の個別フォル

ダー1,325 冊を抽出し，その個別フォルダーを前記の「継続」文書の区分・類型に

振り分け，振り分けられた個別フォルダーをツミアゲ方式による階層分類 10)と序列

による水平分類 11)を行い，「継続」文書の区分・類型化の例示の抽出を試みた。ま

た，全国で「AKF」を導入している約７０の自治体の中から 3 つの自治体のファイ

ル基準表を収集し，継続区分欄から「継続」，「常用」，又は「資料」扱いになっ

ている個別フォルダー5,330 冊を抽出して，前記の区分・類型化を検証した。 

 さらに，前記の自治体メール調査において，「継続」文書をキャビネットに保管

するのに，文書主管課の許可制を採用している自治体があることが判明した。各担

当部署は，「継続」文書を保管する理由書を文書主管課へ提出して許可を得なけれ

ばならない。そこで，その理由書の事例も検証の参考にしながら，例示の一覧を作

成した。 

3.2  「継続」文書の区分・類型化仮説の補強 

 例示の一覧を作成する一方，例示を利用して，すでに作成した「継続」文書の区

分・類型化の検証を行った。その結果，区分・類型化について 7 つの修正と３つの

類型の追加の必要性が判明した。 

 区分・類型化の 7 つの修正は，表現が抽象的で曖昧であるために判断に戸惑う可

能性がある場合について，その表現や用語の修正・追加を行ったものである。 

 また，区分２の「完結文書のうち，年度を超えて常に事務処理上参照するもの」

に該当する完結文書で，どこにも当てはまらないものがあった。具体的には，完結

文書のうち「見返す頻度が高い文書」，「過去の経緯を確認する文書」，「閲覧に供す

る文書」，「緊急時で必要な文書」などである。これらを類型化すると３つに分ける

ことができ，この類型を区分２に追加し，その例示を「継続文書の判断基準」の区

分・類型化の一覧に収録した。 
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「継続文書の判断基準」の区分・類型化 

 

 

区分１ 完結文書のうち，業務上使用する頻度が特に高いもの 
 ① 主管課において，日常的に常時基準として職務上必要とするもの 
② 各種名簿類で，参照する頻度が高いもの（ただし，年度ごとに作成するもの

は年度文書とする） 
③ 前年度以前に収受，又は作成した公文書で，1 年間に参照する頻度が 3 回以

上のもの 
④  当該会計年度又は暦年を超えて使用する文書で，使用頻度が特に高いもの 

区分２ 完結文書のうち，年度を超えて常に事務処理上参照するもの 
① 要綱・手引・資料等で，主管課において常時参照する必要のあるもの 
② 通達等事務事業の基準となる文書 
③ 条例・規則等の解釈及び運用方針に関する文書 
④ 新聞・雑誌，書籍，自治体が発行する刊行物，その他不特定多数の者に販売

し，又は頒布することを目的として発行された公文書であって，２年以上の期

間にわたって，職務上常時利用するもの 
 ⑤ 過去の経緯等を踏まえて処理するもの。 
⑥ 閲覧の必要性がある文書 
⑦ 緊急時に備える必要がある文書 

区分３ 完結及び未完結文書で，文書で機密性が高く，書庫への引継ぎが好ましく

ないもの 
① 人事に関する機密性の高い文書その他機密を要する文書 
② 重要度の高い文書 

区分４ 未完結文書で，単年度で完結せず，その事務事業等が完了するまで常時使

用するもの 
① 訴訟，不服申立て等の事案の処理が 2 年以上の期間にわたるものであって，

当該事案が完了するまで所管課において保管する必要のある常用文書 
② 許可・認可・その他の行政処分に係る文書で，その処分に関して事後の指導，

監督上必要なもの 
③ 起案文書等で，その事務処理の終了日，効力の失効日等が年度を超えるもの

④ 継続する事業に係る文書で，単年度で区分することが不適当な文書 
⑤ 契約に係る文書で，その履行が完了するまで，常時使用するもの 
⑥ 事故等による繰越事業に係る文書 

区分５ 年度にかかわらず，継続的に使用するもので，保存期間を定めることが困

難なもの 
① 通年的に内容が追加又は更新される常用文書で，課内で参照する頻度の高い

もの 
② 例規・台帳等，年度を超えて必要なもので，保存期間を設定できないもの 
③ 継続的に加筆，訂正若しくは削除を行う名簿，台帳等で，その中身は常に最

新のものに差し替えられるもの 
 ④ 人事台帳，出納簿等で，継続的に記載することが予定されているもので，単

年度 で区分することが不適当な文書 
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４ 「継続」文書の区分・類型化とその例示 

4.1 「継続文書の判断基準」の区分・類型化 

 筆者が市町村合併前に勤務していた自治体の平成 21 年度の「ファイル基準表」

を使って，「継続」文書の個別フォルダー1,325 冊を抽出し，その個別フォルダー

を前記の「継続」文書の区分・類型に振り分けた。その振り分ける基準であるが，

まずは，「継続」文書が，「完結している文書」と「完結していない文書」に分け

て区分を進める。 

 「完結している文書」のうち，業務上使用する頻度が高い文書は「区分 1」，業

務上使用する頻度が低い文書であっても，文書の内容が事務処理上必要であるもの

は「区分 2」とし，完結及び未完結文書の内容が機密性が高く書庫への移管が好ま

しくない文書は「区分 3」となる。次に「完結していない文書」のうち，事業等の

完了予定があるものは「区分 4」，事業等の完了予定がなく，継続的に使用する文

書は「区分 5」に振り分ける。そして，各区分の類型の内容に振り分け後，ツミア

ゲ方式による階層分類で，例示を抽出する。 

 ツミアゲ方式による例示のまとめ方は，同じ内容の個別フォルダー名を集め小グ

ループを作り，出来上がった小グループを関連する同じグループごとに集め中グル

ープを作る。そして，個別フォルダーの内容から「相手先別」，「主題別」，「形式別」，

「標題別」，「一件別」などのキーワードを抽出し，内容を組み合せて例示を作成す

る。そして，このまま無作為に表示しても職員は使いにくいので，最後に，出来上

がった例示を検索性の思考過程順に例示を順序よく配列する「序列」を組む。その

「序列」の組み方は，「計画→実施→実績」など仕事の進行における順番や，「重要

なものから軽易なものへ」など，職員が分かりやすいように秩序だてて配列する。

例えば，区分 1 の①「主管課において，日常的に常時基準として職務上必要とする

もの」では，20 の例示を示した。ここでは，「外部対応→内部処理→管理業務」と

いう「序列」を組んでいる。これは，日常的に使う基準を「緊急なものから通常な

ものへ」という考えからこの順番で配列している。このように他の区分・類型化の

例示もすべて秩序だてて配列している。抽出した例示を「序列」を組むことによっ

て，より使いやすいものになる。なお，これらの振り分け作業は，パソコンの画面

上でも可能であるが，個別フォルダー数が多いこともあって，実際は個別フォルダ

ーのリストを印刷し，それぞれ個別フォルダーごとにリストを切り取り，切り取っ
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たものを振り分けて例示をまとめていった。 

 また，「AKF」を導入している3つの他の自治体のファイル基準表を収集し，継

続区分欄から「継続」，「常用」，又は「資料」扱いになっている個別フォルダー

5,330冊を抽出して，前記同様の方法で例示を抽出した。さらに，自治体メール調

査において，「継続」文書をキャビネットに保管するのに，文書主管課の許可制を

採用していた自治体から，その理由書の事例も参考にしながら，例示の一覧を作成

した。 

  

4.2 「継続文書の判断基準」の区分・類型化の例示 
  これまで抽出した例示を，「継続文書の判断基準」の区分・類型化の例示一覧に収

録した。 
 
「継続文書の判断基準」の区分・類型化の例示 
区分１ 完結文書のうち，業務上使用する頻度が特に高いもの 
① 主管課において，日常的に常時基準として職務上必要とするもの 

・電話での問い合わせに対応するための文書 
・窓口対応で常時使用する参考資料 
・申請に伴う審査処理で必要な文書 
・国・県・他市などの関係機関からの問合せに対応するために常時必要な文書

・市民・業者などの外部からの照会や問合せ時に随時参照するための文書 
・市民・業者など外部へ連絡するために利用する文書 
・講習会等で外部に示す資料 
・各団体との折衝の折，参照にする文書 
・毎年，定例的に行われる行事・会議で使用する基礎的文書 
・市民への PR・啓蒙に使用する資料 
・事務処理の参考資料として随時確認する文書 
・予算処理で常時参照する文書 
・組織の対応で，職務上必要である文書 
・人事選任の基準として常時使用する文書 
・指定業者等を把握するためのリスト 
・毎年，定期的に行う事務処理で使用する文書 
・台帳・帳票・図面等を検索するためのリスト 
・統計資料の確認のため，常時必要である文書 
・財産管理で常時参照する文書 
・施設及び機器の維持管理に必要な文書で，存在する間は常に必要なもの 

② 各種名簿類で，参照する頻度が高いもの（ただし，年度ごとに作成するものは

年度文書とする） 
・頻繁に確認する各種委員会・団体等の名簿 
・事務処理で使用する各種名簿 
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③ 前年度以前に収受，又は作成した公文書で，1 年間に参照する頻度が 3 回以上

のもの 
・全庁的な基本計画書・事業計画書等 
・行政手続法により常備が必要である文書 
・協議録であり，今後の協議で必要な文書 
・根拠・説明資料として使う文書 
・随時確認する位置図・管理図等 
・様式等の印刷物の原本として保管する文書 

④ 当該会計年度又は暦年を超えて使用する文書で，使用頻度が特に高いもの 
・経年で使用する文書 
・暦年を超えて使用する文書 

区分２ 完結文書のうち，年度を超えて常に事務処理上参照するもの 
① 要綱・手引・資料等で，主管課において常時参照する必要のあるもの 
 ・事業等の指針・方針である文書 
 ・日常的に参照する事務の手引き・マニュアル 
 ・頻繁に使用する電算システムの操作マニュアル 
 ・頻繁に利用する図面 

② 通達等事務事業の基準となる文書 
 ・総務課からの文書管理の通達 
 ・全庁共通文書基準表による文書 

③ 条例・規則等の解釈及び運用方針に関する文書 
 ・頻繁に使用する条例・規約・細則等の解釈に関する文書 

④ 新聞・雑誌，書籍，自治体が発行する刊行物，その他不特定多数の者に販売し，

又は頒布することを目的として発行された公文書であって，２年以上の期間にわ

たって，職務上常時利用するもの 
  ・書籍管理リスト 

 ・事務の参考として使用する雑誌・書籍 
 ・長期縦覧図書 
 ・製本図書 

⑤ 過去の経緯等を踏まえて処理するもの 
 ・複数年にわたり見返す頻度が高い文書 
 ・過去の経緯・変遷を頻繁に確認するための文書 

⑥ 閲覧の必要性がある文書 
 ・随時，市民の閲覧に供する文書 

⑦ 緊急時に備える必要がある文書 
 ・ＯＡシステムの故障・トラブル時の対応で必要なもの 
 ・災害・事故発生時の即時対応するのに必要なもの 

区分３ 完結及び未完結文書で，文書で機密性が高く，書庫への引継ぎが好ましく

ないもの 
① 人事に関する機密性の高い文書その他機密を要する文書 
 ・人事評価・異動に関するマル秘扱いの文書 

② 重要度の高い文書 
 ・職員の懲戒処分に関する文書 
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区分４ 未完結文書で，単年度で完結せず，その事務事業等が完了するまで常時使

用するもの 
① 訴訟，不服申立て等の事案の処理が 2 年以上の期間にわたるものであって，当

該事案が完了するまで所管課において保管する必要のある常用文書 
 ・裁判継続中のため，処理に数年かかる文書 
 ・不服申し立て等の可能性があるため，年度をまたがって保管が必要である文

書 
② 許可・認可・その他の行政処分に係る文書で，その処分に関して事後の指導，

監督上必要なもの 
 ・許可・認可の処分の説明が，継続して必要なもの 

③ 起案文書等で，その事務処理の終了日，効力の失効日等が年度を超えるもの 
 ・現在起案中の事業の文書で，今後の実施のときに使用する文書 
 ・文書が完結するまで，年度をまたがる文書 
 ・問題解決まで，数年度にまたがる文書 
 ・廃止・不要になるまで常時使用する文書 

④ 継続する事業に係る文書で，単年度で区分することが不適当な文書 
 ・計画が継続中であり，実施が後年になるもの 
 ・事業が年度をまたがり継続中であるもの 
 ・年度をまたがる調査事項であるもの 
 ・年度をまたがり証明を行うもの 
 ・国・県へ問い合わせ中であり，その指示・回答待ちしているもの 
 ・引継事項の案件が終了するまで確認する文書 
 ・未解決事項である事案 
 ・期限付きで国が行う制度であり，単年度で区分ができないもの 
 ・賃借期間が継続中であるもの 
 ・大型建築物等の施工で，長期間要するもの 
 ・担当者・責任者をしている間必要であるもの 
 ・物品等で，存在する間は常に必要なもの 
 ・時効が成立するまで，数年を要するもの 
 ・区域指定期間が半永久的であるもの 

⑤ 契約に係る文書で，その履行が完了するまで，常時使用するもの 
 ・継続事業で毎年契約更新しているもの 

⑥ 事故等による繰越事業に係る文書 
 ・事故発生により継続して必要なもの 
 ・苦情・事故処理等で解決に至るまで長期間にわたり必要であるもの 

区分５ 年度にかかわらず，継続的に使用するもので，保存期間を定めることが困

難なもの 
① 通年的に内容が追加又は更新される文書で，課内で参照する頻度の高いもの 
 ・年度をまたがり，事務処理で随時追加記入するもの 
 ・毎年，加除する文書 
 ・事業の変更に伴い，見直しするもの 

② 例規・台帳等，年度を超えて必要なもので，保存期間を設定できないもの 
 ・台帳であり，各関係機関からの問合せ，調査，審査等で随時使用するもの 
 ・例規集・台帳等の改正・改定の加除が不定期に行われるもの 
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おわりに 

 公文書管理法の要求する文書管理システムを満たす管理ルールは「上下二期間

法」であるが，「継続」文書の比率や「1 年未満保存」文書の廃棄率が標準から大

きく逸脱すると，その機能が阻害される。もちろん，合理的な理由で「継続」文書

の量が増えたり，保存期限が満了した文書の保存延長が多くなることは許容される

べきだが，文書量が多くなればそのような例外の比率は小さくなるはずであり，ほ

とんどの場合は「継続」文書の保管は職員の恣意的な判断で行われ，適切な評価選

別が行われないことに逸脱の原因があった。 

 そこで，適切な評価選別を行うための判断基準を作成し，提示することが，上下

二期間法の機能化を保証し，文書のライフサイクルを円滑に動かすことにつながる

と考え，「継続」文書の判断基準を 5 つの区分と 23 の類型，そして 80 の例示の追

加によって実践的な判断基準として活用できるものとした。 

 本研究で抽出した区分・類型化の例示は，上下二期間法を採用していない国や自

治体の公文書管理システムでも，年度を超えて保管する「継続」文書の選別を行う

際に利用できる可能性は高いと思われる。その場合も含めた前記の区分・類型化の

妥当性の検証は，今後の研究課題である。 

③ 継続的に加筆，訂正若しくは削除を行う名簿，台帳等で，その中身は常に最新

のものに差し替えられるもの 
 ・名簿・台帳等で最新のものを保存し参考とするもの 

④ 人事台帳，出納簿等で，継続的に記載することが予定されているもので，単年

度で区分することが不適当な文書 
 ・人事台帳など，異動記録を記載するもの 
 ・職員の健康管理等で，継続的な記録が必要であるもの 
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